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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第３区分
【発行日】平成24年11月29日(2012.11.29)

【公開番号】特開2011-91564(P2011-91564A)
【公開日】平成23年5月6日(2011.5.6)
【年通号数】公開・登録公報2011-018
【出願番号】特願2009-242635(P2009-242635)
【国際特許分類】
   Ｈ０４Ｗ  12/06     (2009.01)
   Ｈ０４Ｗ   8/24     (2009.01)
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   Ｈ０４Ｍ   1/00     (2006.01)
【ＦＩ】
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   Ｈ０４Ｑ   7/00    ２８１　
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   Ｈ０４Ｍ   1/00    　　　Ｒ

【手続補正書】
【提出日】平成24年10月16日(2012.10.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　通信装置であって、
　通信相手装置が有するユーザインタフェースの種別を確認する確認手段と、
　前記確認手段により確認した前記通信相手装置が有するユーザインタフェースの種別に
基づいて、通信パラメータを前記通信相手装置と共有するための設定処理を実行する設定
方式を決定する決定手段と、
　前記決定手段により決定した前記設定方式の設定処理を実行し、前記通信相手装置と前
記通信パラメータを共有する共有手段と、
　を有することを特徴とする通信装置。
【請求項２】
　通信相手装置に前記通信パラメータを提供する提供装置として機能するか、提供装置か
ら前記通信パラメータを受信する受信装置として機能するかを決定する決定手段を有し、
　前記決定手段により決定した前記能に基づいて、前記共有手段は前記通信パラメータを
共有することを特徴とする請求項１に記載の通信装置。
【請求項３】
　前記確認手段は、前記提供装置として機能する場合に、前記通信相手装置が有するユー
ザインタフェースの種別を確認することを特徴とする請求項２に記載の通信装置。
【請求項４】
　前記確認手段は、前記通信相手装置からの信号に基づいて、前記通信相手装置が有する
ユーザインタフェースの種別を確認することを特徴とする請求項１乃至３の何れかに記載
の通信装置。
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【請求項５】
　前記確認手段は、前記通信相手装置がユーザインタフェースとして入力部を有するか、
表示部を有するかのいずれかを確認することを特徴とする請求項１乃至請求項４の何れか
に記載の通信装置。
【請求項６】
　前記共有手段は、前記通信相手装置に前記通信パラメータを提供する処理を実行するこ
とを特徴とする請求項１乃至請求項５の何れかに記載の通信装置。
　に記載の通信装置。
【請求項７】
　前記設定方式は、前記通信装置又は前記通信相手装置の少なくとも一方に、ユーザが認
証コードを入力する方式と、前記通信装置又は前記通信相手装置のいずれにもユーザが認
証コードを入力する必要のない方式とのいずれかを含むことを特徴とする請求項１乃至請
求項６の何れかに記載の通信装置。
【請求項８】
　前記通信装置又は前記通信相手装置の少なくとも一方に、ユーザが認証コードを入力す
る前記方式には、前記通信装置又は前記通信相手装置の一方にユーザが認証コードを入力
し、他方は前記認証コードを表示する方式と、前記通信装及び前記通信相手装置の両方に
ユーザが認証コードを入力する方式とのいずれかを含むことを特徴とする請求項７に記載
の通信装置。
【請求項９】
　前記決定手段は、通信パラメータを前記通信相手装置と共有するための設定処理を実行
するための複数の設定方式のいずれかを実行するのに必要なユーザインタフェースを前記
通信装置と前記通信相手装置とが有しているかを確認し、該確認結果に基づいて、前記設
定処理を実行する設定方式を決定することを特徴とする請求項１乃至請求項８の何れかに
記載の通信装置。
【請求項１０】
　前記確認の結果に基づいて、前記複数の設定方式のいずれも実行できないと判断した場
合は、通信パラメータを通信相手装置と共有せずにエラー終了することを特徴とする請求
項１に記載の通信装置。
【請求項１１】
　通信装置であって、
　前記通信相手装置が選択した前記設定方式を確認する確認手段と、
　前記確認手段により確認した前記通信相手装置が選択した設定方式と、前記通信装置が
有するユーザインタフェースの種別とに基づいて、通信パラメータを前記通信相手装置と
共有するための設定処理を実行するための設定方式を決定する決定手段と、
　前記決定手段により決定した前記設定方式の設定処理を実行し、前記通信相手装置と前
記通信パラメータを共有する共有手段と、
　を有することを特徴とする通信装置。
【請求項１２】
　通信相手装置に前記通信パラメータを提供する提供装置として機能するか、提供装置か
ら前記通信パラメータを受信する受信装置として機能するかを決定する決定手段を有し、
　前記決定手段により決定した前記能に基づいて、前記共有手段は前記通信パラメータを
共有することを特徴とする請求項１１に記載の通信装置。
【請求項１３】
　前記確認手段は、前記提供装置として機能する場合に、前記通信相手装置が有するユー
ザインタフェースの種別を確認することを特徴とする請求項１２に記載の通信装置。
【請求項１４】
　前記確認手段は、前記通信相手装置からの信号に基づいて、前記通信相手装置が有する
ユーザインタフェースの種別を確認することを特徴とする請求項１１乃至１３の何れかに
記載の通信装置。
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【請求項１５】
　前記確認手段は、前記通信相手装置がユーザインタフェースとして入力部を有するか、
表示部を有するかのいずれかを確認することを特徴とする請求項１１乃至請求項１４の何
れかに記載の通信装置。
【請求項１６】
　前記共有手段は、前記通信相手装置から前記通信パラメータを受信する処理を実行する
ことを特徴とする請求項１１乃至請求項１５の何れかに記載の通信装置。
【請求項１７】
　前記設定方式は、前記通信装置又は前記通信相手装置の少なくとも一方に、ユーザが認
証コードを入力する方式と、前記通信装置又は前記通信相手装置のいずれにもユーザが認
証コードを入力する必要のない方式とのいずれかを含むことを特徴とする請求項１１乃至
請求項１６の何れかに記載の通信装置。
【請求項１８】
　前記通信装置又は前記通信相手装置の少なくとも一方に、ユーザが認証コードを入力す
る前記方式には、前記通信装置又は前記通信相手装置の一方にユーザが認証コードを入力
し、他方は前記認証コードを表示する方式と、前記通信装及び前記通信相手装置の両方に
ユーザが認証コードを入力する方式とのいずれかを含むことを特徴とする請求項１７に記
載の通信装置。
【請求項１９】
　前記確認手段により確認した前記通信相手装置が選択した設定方式と前記設定処理を実
行するためのユーザインタフェースを前記通信装置が有さない場合は、通信パラメータを
通信相手装置と共有せずにエラー終了することを特徴とする請求項１１乃至請求項１８の
何れかに記載の通信装置。
【請求項２０】
　通信装置の制御方法であって、
　前記通信相手装置からの信号を受信し、前記通信相手装置が有するユーザインタフェー
スの種別を確認する確認工程と、
　前記確認工程において確認した前記通信相手装置が有するユーザインタフェースの種別
に基づいて、通信パラメータを前記通信相手装置と共有するための設定処理を実行するた
めの設定方式を決定する決定工程と、
　前記決定工程において決定した前記設定方式の設定処理を実行し、前記通信相手装置と
前記通信パラメータを共有する共有工程と、
　を有することを特徴とする通信装置の制御方法。
【請求項２１】
　通信装置の制御方法であって、
　前記通信相手装置からの信号を受信し、前記通信相手装置が選択した前記設定方式を確
認する確認工程と、
　前記確認工程において確認した前記通信相手装置が選択した設定方式と、前記通信装置
が有するユーザインタフェースの種別とに基づいて、通信パラメータを前記通信相手装置
と共有するための設定処理を実行するための設定方式を決定する決定工程と、
　前記決定工程において決定した前記設定方式の設定処理を実行し、前記通信相手装置と
前記通信パラメータを共有する共有工程と、
　を有することを特徴とする通信装置の制御方法。
【請求項２２】
　請求項１乃至請求項１９のいずれか１項に記載の通信装置としてコンピュータを機能さ
せることを特徴とするコンピュータプログラム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【００１１】
　本発明の通信装置は、通信相手装置が有するユーザインタフェースの種別を確認し、該
確認した通信相手装置が有するユーザインタフェースの種別に基づいて、通信パラメータ
を通信相手装置と共有するための設定処理を実行するための設定方式を決定して通信相手
装置と前記通信パラメータを共有する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　本発明により、通信パラメータを共有する装置のユーザインタフェースに基づく設定方
式により通信パラメータを設定することが可能となる。
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